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令和７年度 

特定教育・保育施設利用のしおり 

 

 

 

 

 

このしおりは令和６年 1１月時点の情報になりますので、あらかじめご了承ください。 

 

１ 特定教育・保育施設の利用と認定について 

 幼稚園、保育所、認定こども園などの特定教育・保育施設を利用する場合、利用する施設に応じ

て「教育・保育給付認定」を受けていただくことになります。認定区分によって、利用できる施設・

事業が異なります。 

 

【認定区分と利用可能施設】 

認定区分 対象年齢 要        件 利用できる施設 

1 号 満 3 歳以上 教育を希望する場合 
幼稚園 

認定こども園 

2 号 満 3 歳以上 

「保育を必要とする事由」（P２を参照）に 

該当し、保育所等での保育を希望する場合 

認可保育所 

認定こども園 

3 号 満 3 歳未満 

認可保育所 

認定こども園 

地域型保育事業※ 

※ 現在、市内で地域型保育事業の実施予定はありません。 

 

★ それぞれの区分に応じた教育・保育給付認定は、各施設を利用する資格があることを認定する

ものですが、入所を保証するものではありません。定員超過などにより、教育・保育給付認定を

受けていても入所できないことがありますので、ご注意願います。 

  

《入所受付窓口・お問い合わせ》  

大船渡市 こども家庭センター 保育係 （℡ ４7-5２００） 

サン・リアショッピングセンター２階 
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２ 保育を必要とする事由（２号・３号認定）について 

 保育所や認定こども園（保育部分）で保育認定を受けられるのは、父母などの保護者が次のいず

れかの事由に該当する場合です。 

 

【保育を必要とする事由】 

1 就労 日常の家事以外の仕事をしている場合 

2 求職活動 求職活動を継続的に行っている場合（就労内定を含む） 

3 育児休業取得中の継

続利用 

育児休業取得中に、既に保育を利用している子がいて継続利用が必

要な場合 

4 妊娠・出産 妊娠中であるか、出産後間もない場合（産前・産後各８週） 

5 就学 学校または職業訓練校に在学している場合 

6 病気・障がい 病気、負傷、心身に障がいがある場合 

7 病人の看護等 同居の親族（長期間入院等をしている方も含む）を介護または看護

している場合 

8 災害復旧 震災、風水害、火災等の復旧にあたる場合 

9 虐待・DV 虐待や DV のおそれがある場合 

10 その他 上記に類する状態にある場合 

 

３ 保育を受けられる時間（２号・３号認定）について 

 ２号・３号の保育認定を受ける場合、保護者の就労時間などによって、保育を受けられる時間（保

育の必要量）が変わります。 

【保育の必要量に応じた認定】 

区分 保護者の就労時間 利用できる時間 

保育標準時間 
フルタイムを想定 

（月 120 時間以上） 

1 日 11 時間の枠の中で、保育を必要

とする時間 

保育短時間 
パートタイムを想定 

（月 48 時間以上 120 時間未満） 

1 日 8 時間の枠の中で、保育を必要と

する時間 

 

 

        

 7：30                            18：30  19：00 

《保育標準時間》 保育標準時間（１１時間） 延長保育 

        7：30      8：30             16：30        19：00 

《保育短時間》 延長保育 保育短時間（８時間） 延長保育 

   

※ 各施設の保育時間は、Ｐ９をご覧ください。 

  

 

  

（例） 
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４ 申し込み・手続きの流れについて 

 

【２号・３号認定の場合】  【１号認定の場合】 

○必要書類を準備します。（11 月～） 

・必要な書類をご準備ください。 

・書類は、各保育所・こども園のほか、こども家庭セン

ター（サン・リアショッピングセンター２階）、三陸支

所、綾里・吉浜の各地域振興出張所で配付しています。 

 
 
 

○教育・保育給付認定申請・施設利用申し込

みをします。（12 月２日～12 月 2３日） 

・市役所の受付窓口はこども家庭センターです（土・日

祝日を除く）。 

・年度当初からの利用については、各保育所などに出向

いて受け付けを行います。日程については、P7 をご

覧ください。 

 
 
 

○市から教育・保育給付認定通知等の交付を

受けます。（１月） 

・お子さんの年齢や保育の必要量などに応じて、保育の

利用時間・期間、入所が必要な理由などを認定します。 

・希望する方には「支給認定証」をお送りしますので、

ご家庭で大切に保管してください。 

※年度当初からの利用については、入所可否のお知ら

せと併せてお送りします。 

 
 
 

○申請者の希望、保育所の状況などにより、

市が利用調整をします。（１月） 

・ご提出いただいた書類や、聞き取りした内容をもとに、

保育の必要性の高いお子さんから入所を決定します。 

※申込順ではありません。また、申込内容に虚偽があ

った場合は、入所を取り消すことがあります。 

 
 
 

○入所可否のお知らせをします。（２月上旬） 

・入所承諾書によりお知らせします。 

 
 
 

○利用が始まります。（４月～） 

 

 ○幼稚園・認定こども園に入園の申し込みを

します。 

・私立施設（海の星幼稚園、盛・いかわ・立根・末崎・

あかさきこども園）の利用を希望する場合は直接各園

にお申し込みください。 

・公立施設（綾里・越喜来・吉浜こども園）の利用を希

望する場合はこども家庭センター（サン・リアショッ

ピングセンター２階）にお申し込みください。 

 
 
 

○幼稚園・認定こども園から入園の内定を受

けます。 

 
 
 

○内定を受けた園を通じて、教育・保育給付

認定申請をします。 

・書類は、各幼稚園・こども園のほか、こども家庭セン

ター、三陸支所、綾里・吉浜の各地域振興出張所で配

付しています。 

 
 
 

○内定を受けた園を通じて、教育・保育給付

認定通知等を送付します。 

・お子さんの年齢などに応じて、教育の期間などを認定

します。 

 
 
 

○利用が始まります。（４月～） 

 

 

 



4 

５ 利用者負担額（保育料）について 

令和７年度の保育料は、原則、父母の市町村民税の情報をもとに算定を行いますが、祖

父母等の収入で生計が成り立っている場合（入所児童を税法上の扶養控除の対象としてい

るような場合）には、祖父母等の市町村民税額を含めて算定を行うことがあります。 

また、未申告等で課税状況が確認できない場合、お子さんの年齢における保育料の最高

額で決定されることがありますのでご注意ください。 

 

《主な利用料軽減措置》 

 市では、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、次のような利用料の軽減措置を実施

しています。 

 

第 2 子以降の児童は無料 

なお、第１子が就労している場合は対象外となります。 

例）第２子無償化対象・・・・第１子  ７歳 小学生、第２子 1 歳 園児 

  第２子無償化対象外・・・第１子 19 歳 会社員、第２子 1 歳 園児 

（※年齢に関わらず、世帯が監護する子どもの第２子以降が対象となります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

《幼児教育・保育の無償化について》 

 幼児教育・保育の無償化により、保育利用（２号認定）については３歳児クラスから、

教育利用（１号認定）については満３歳児から利用料が無償となります。０～２歳児クラ

スの児童は住民税非課税世帯の場合、利用料が無償となります。 

 

《副食費の無償化について》 

 国では３歳以上から５歳までの幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する児童の保護

者から副食費を実費徴収することとしましたが、当市では、子育て支援策の一環として、

副食費（おかずやおやつ代）について、月額 4,500 円（日額の場合は 225 円）を上限と

して無償化しています。 

  

～要保護世帯の軽減措置～  

<要保護世帯＝ひとり親世帯、障がい者がいる世帯など> 

Ｂ２～Ｃ５階層の場合、第１子は０～２歳児 5,600 円。 

【令和７年４月～８月分の保育料】令和６年度市町村民税課税額により算定 

【令和７年９月～令和８年３月分の保育料】令和７年度市町村民税課税額により算定 
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《特定教育・保育施設の利用者負担額》 

 

【教育】幼稚園及びこども園(教育部分)の利用者負担額   

・満３歳児～５歳児：０円 

 

【保育】保育所(園)及びこども園(保育部分)の利用者負担額  

・３歳児～５歳児：０円 

・０歳児～２歳児：下表のとおり 

区  分 保育料（月額） 

階層 範  囲 
3 号認定（0～2 歳児） 

保育標準時間 保育短時間 

Ａ 生活保護世帯等 無料 無料 

Ｂ1 市町村民税非課税世帯 無料 無料 

Ｂ2 市町村民税均等割額のみ 14,600 14,400 

Ｃ1 所得割 11,700 円未満 15,600 15,400 

Ｃ2 所得割 11,700 円以上 48,600 円未満 17,100 16,900 

Ｃ3 所得割 48,600 円以上 56,000 円未満 21,600 21,300 

Ｃ4 所得割 56,000 円以上 57,700 円未満 24,100 23,700 

Ｃ5 所得割 57,700 円以上 77,101 円未満 24,100 23,700 

Ｃ6 所得割 77,101 円以上 80,000 円未満 24,100 23,700 

Ｃ7 所得割 80,000 円以上 97,000 円未満 26,100 25,700 

Ｃ8 所得割 97,000 円以上 110,000 円未満 29,600 29,200 

Ｃ9 所得割 110,000 円以上 116,000 円未満 35,600 35,100 

Ｃ10 所得割 116,000 円以上 169,000 円未満 39,600 39,000 

Ｃ11 所得割 169,000 円以上 301,000 円未満 39,600 39,000 

Ｃ12 所得割 301,000 円以上 397,000 円未満 39,600 39,000 

Ｃ13 所得割 397,000 円以上 39,600 39,000 

※ 所得割とは、一定以上の所得がある人に、その所得に応じて負担していただく税金です。所得

の額から医療費や社会保険料、扶養などの控除分を差し引いた額に、税率をかけて算出したも

のです。 

※ 保育料は、寄付金控除・配当控除・外国税額控除・（増改築等）住宅借入金等特別控除をする

前の額で算定します。 

※ 入所するお子さんの４月１日現在の年齢が基準となります。年度の途中で年齢が変わっても、

その年度中の保育料は変わりません。 

※ 保育料には、納期限が設定されています。納期限までに支払いがないときは、督促手数料及び

延滞金が発生します。 
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６ 教育・保育給付認定申請・施設利用申し込みに必要な書類について 

 

 

 

 ① 教育・保育給付認定申請書 兼 施設利用申込書 

  ・お子さん１人につき１枚の提出が必要です。 

  ・保育を希望する場合は、記入例を参考に裏面も記入願います。 

 ② 「保育の必要性」を証明する書類 

  ・父、母、同居している 65 歳未満の祖父母１人につき１枚の提出が必要です。 

事 由 必 要 書 類 

就労 就労証明書（雇用されている方）、就労状況申告書（自営業・農林水産業） 

求職活動 求職活動報告書兼申立書、雇用保険受給者証の写しなど 

妊娠・出産 母子手帳の写し（表紙と出産予定日記載部分） 

就学 在学証明書、履修内容がわかるもの（時間割、カリキュラム等） 

病気・障がい 診断書または障害者手帳などの写し 

病人の看護等 介護申告書または診断書 

※世帯の状況により、必要に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。 

   あらかじめご了承ください。 

  ※申込書類に虚偽があった場合、入所を取り消すことがあります。 

③ マイナンバー関係の書類 

 ・別添「保育所等入所申し込みに係るマイナンバーの確認について」をご覧ください。 

 

７ 入所選考方法について（２号・３号認定のみ） 

 入所にあたっては、家庭で保育ができない状況を点数化し、総合的に判断します。下記

に挙げた項目以外にも、出産・疾病・障がい・介護などの状況に応じて、それぞれ同様に

判断します。各保育所、認定こども園ごとに利用希望者を取りまとめ、点数が高い（保育

の必要性が高い）お子さんから入所を決定します。 

優先度 保護者の状況（就労の場合） 就労日数・時間 世帯の状況 

高い 

 

 

 

 

 

 

 

 

低い 

育児休業明けの常勤就労 

 

常勤（フルタイム）就労 

 

 

パートタイム就労 

 

就労内定 

 

就労未定（求職活動中） 

多い・長い 

 

 

 

 

 

 

 

 

少ない・短い 

両親がいない世帯 

 

ひとり親世帯 

 

 

父母と児童のみの世帯 

 

 

祖父母などと同居している 

または近くに住んでいる 

■２号・３号認定の場合 ⇒ 下記①②③ 

■１号認定の場合    ⇒ 下記①③ 
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８ 年度当初の入所受付日程 

 入所申し込みの受付期間は令和６年 12 月２日（月）から 12 月 23 日（月）までです。 

 各保育所または認定こども園にて、出張受付を行いますので、入所を希望する保育所等へお越し

ください。都合により受付会場に来られない方や、市外の保育所等への入所を希望する方は、上記

期間に、こども家庭センター（サン・リアショッピングセンター２階）で手続きを行ってください

（土・日・祝日を除く）。 

 受付期間後に申し込まれた場合や、定員を超えた場合は、第一希望以外の保育所へ入所していた

だくことがありますので、ご了承ください。 

《出張受付日程》 

受付会場 区分 月   日 時   間 

大 船 渡 保 育 園 私立 12 月 ２日（月） 14：３0～16：00 

明 和 保 育 園 私立 12 月 ３日（火） 14：30～16：00 

日 頃 市 保 育 園 私立 12 月 ４日（水） 15：00～16：00 

盛 こ ど も 園 私立 12 月 ５日（木） 14：30～16：00 

いかわこども 園 私立 12 月 ６日（金） 14：30～16：00 

立 根 こ ど も 園 私立 12 月 ９日（月） 14：30～16：00 

末 崎 こ ど も 園 私立 12 月 10 日（火） 14：30～16：00 

あかさきこども園 私立 12 月 11 日（水） 15：00～16：00 

綾 里 こ ど も 園 公立 12 月 12 日（木） 15：30～16：30 

越喜来こども 園 公立 12 月 13 日（金） 15：30～16：30 

吉 浜 こ ど も 園 公立 12 月 16 日（月） 15：30～16：30 

蛸 ノ 浦 保 育 園 私立 12 月 17 日（火） 15：00～16：00 

 

９ その他 

令和７年５月以降の入所申し込みについて 

  入所を希望する月の前月１５日までに、こども家庭センター（サン・リアショッピングセンター

２階）へ必要な書類を提出してください。年度途中で入所する場合、入所日は入所を申し込んだ月

の翌月１日となります。 

  
「ぴったりサービス」をご利用ください 

大船渡市では、マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用することで、自宅にいなが

ら入所の申し込みができます。ぴったりサービスを使って申し込みをするためには、次の２

点をご用意いただく必要があります。 

①マイナンバーカード 

②「インターネットに接続できるパソコン＋マイナンバーカード対応の IC カード」または

「マイナンバーカード対応のスマートフォン」 

詳しくは、ぴったりサービスのサイトをご覧ください。 
ぴったりサービス  
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１０ Ｑ＆Ａ よくあるご質問 

Ｑ．支給認定証とはどんなものですか？ 

Ａ．教育・保育に係る支給を受けるために必要な証明書で、保護者からの申請により市が交付しま

す。支給認定証には、氏名、住所、認定区分などが記載されています。 

  支給認定証は、希望者にのみ交付します。同じ内容を記載した「支給認定決定通知書」は全員

に交付します。 

 

Ｑ．認定の有効期間は何年ですか？ 

Ａ．教育標準時間認定（１号認定）の有効期間は最大で３年間（小学校就学前まで）を基本としま

す。保育認定の有効期間についても、３年間（２号認定は小学校就学前まで、３号認定は満３

歳の誕生日まで）を基本としますが、保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、その

時点までとします。求職活動が事由である場合は、短い有効期間（９０日など）となることも

あります。 

なお、３号から２号への切り替えは、自動的に行いますので、手続きは必要ありません。切り

替え後、新たな支給認定決定通知書をお送りします。 

 

Ｑ．２号認定に相当する（保護者が働いているなど）場合でも、１号認定を受けて幼稚園に通い、

預かり保育を利用することは可能ですか？ 

Ａ．可能です。この場合は、１号認定の申請を行ってください。 

 

Ｑ．認定区分（保育必要量）や事由、住所に変更が生じた場合は、どのようにしたらよいですか？ 

Ａ．保育短時間から保育標準時間への変更などが生じた場合は、市に変更の申請が必要となります

支給認定証または支給認定決定通知書をお持ちのうえ、市役所本庁子ども課へお越しください。 

  （例）パートタイム → フルタイム（就労時間の変更による保育標準時間への変更） 

     求職中    → フルタイム（事由の変更による保育標準時間への変更） 

     フルタイム  → 求職中  （事由の変更による保育短時間への変更） 

     市内転居や氏名変更     （支給認定証記載内容の変更） 

 

Ｑ．保育標準時間と保育短時間では、保育料が違いますか？ 

A. 保育標準時間のほうが保育短時間よりも数百円程度高くなります（Ｐ５参照）。 
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１２ 大船渡市内特定教育・保育施設一覧 

【保育所】 

施設名 所在地・電話番号 
保育標準時間 

（保育短時間） 
延長保育 

大船渡保育園 
大船渡町字台 24-11 

℡ 27-7518 

7：00～18：00 

（8：00～16：00） 
19：00 まで 

明和保育園 
大船渡町字上山 65-3 

℡ 26-2640 

7：00～18：00 

（8：00～16：00） 
19：00 まで 

日頃市保育園 
日頃市町字関谷 34 

℡ 28-2340 

7：15～18：15 

（8：00～16：00） 
18：45 まで 

・ いずれの施設も乳児保育、障がい児保育に対応可能です。 

 

【幼保連携型認定こども園】（保育希望の場合） 

施設名 所在地・電話番号 
保育標準時間 

（保育短時間） 
延長保育 

盛こども園 
盛町字沢川 47-1 

℡ 26-3020 

7：15～18：15 

（8：00～16：00） 
18：45 まで 

いかわこども園 
猪川町字轆轤石 34-1 

℡ 26-3212 

7：15～18：15 

（8：00～16：00） 
18：45 まで 

立根こども園 
立根町字関谷 58-1 

℡ 26-3645 

7：15～18：15 

（8：30～16：30） 
18：45 まで 

末崎こども園 
末崎町字鶴巻 88-2 

℡ 29-3826 

7：15～18：15 

（8：00～16：00） 
18：45 まで 

あかさきこども園 
赤崎町字山口 15-1 

℡ 26-2644 

7：30～18：30 

（8：00～16：00） 
19：00 まで 

綾里こども園 
三陸町綾里字中曽根 113-1 

℡ 42-2224 

7：30～18：30 

（8：30～16：30） 
19：00 まで 

越喜来こども園 
三陸町越喜来字小出 24-24 

℡ 44-3080 

7：30～18：30 

（8：30～16：30） 
19：00 まで 

吉浜こども園 
三陸町吉浜字扇洞 186 

℡ 45-2320 

7：30～18：30 

（8：30～16：30） 
19：00 まで 

・ いずれの施設も乳児保育、障がい児保育に対応可能です。 

 

【幼稚園】 

施設名 所在地・電話番号 教育時間 預かり保育 

海の星幼稚園 
大船渡町字地ノ森 47-3 

℡ 26-5222 

月～金曜日 

8：30～13：30 

月～金曜日 

7：30～8：30 

13：30～18：30 

土曜日 

７：30～13：30 

 


